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同窓生の照会について

同窓生の照会申請の際は、別紙【同窓生の照会について（依頼）】に、必要事項をご記載いただき提出してください。なお、管理責任者のみ申請可能となっております。ご捺印をいただく必要がございますので、ご郵送のみ受付可能となっています。

ご依頼支部に所属している会員情報のみの開示となります。

データでの開示を希望する場合、必ずアドレスをご記入ください。
※データ開示を希望・アドレス記載のない場合は郵送となります。


